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は じめに(本 稿の課題)

十九世紀 には中等学校の国語科教育は形成 されて

いなかった。しか し、中等教育 としての 「言葉の教育」

または 「国語の教育」の必要性は 自覚され、江戸期の

寺子屋 ・私塾 ・藩校な どにおいて 自然発生的に教育活

動がなされていた。それは基本的には入学随時の個別

指導であ り 「自由教育」であった。明治維新によって

開国が進み、一八七二(明 治五)年 の 「学制」公布に

より近代教育制度への転換が図られ、教室の授業を実

現 しよ うとす る学校制度の確立を 目指 し、共通の教育

内容を一斉に教授す る方法の移入を目指 していた。中

等教育は、前近代の 「自由教育」の基盤 に統制的な近

代教育 を根付かせ る模索をする混沌状態にあった。

一八八二(明 治十五)年 頃までは 「国語の教育」が

未生状態であ り、前近代の伝統を生かそ うとす る試み

と近代教育を定着 させ よ うとす る試みがせめぎ合 い、

地域ごとに多様 な試行がなされ る、いわば<く らげな

す 「国語教育」〉状態であった。 そのため、この期の

「国語」の教育についての史的研究はほとん どな され

ていない。

本稿は、 この期の中等教育学校 の概念を 「小学校中

等科」及び 「女紅場」にまで広げ、明治維新前後から

明治十五年頃までの、いわゆる<く らげなす国語科〉

の時代の 「〈国語〉の教育」の実相を、法令 ・教科 目 ・

教師 ・教育課程 ・教科書 ・学習者(学 び手)に 即 して

解明す る。

一 前近代 の 「国語 」関連科 目

1。漢 学私塾 の風景

菅茶 山(一 七 四八 ～一八 二七)は 、それ まで の私塾

「黄葉 夕陽村舎 」 を寛 政八年(一 七 九六)年 「廉 塾」

に改 めて教育 を始 めた。 四書(大 学 ・中庸 ・論語 ・孟

子)・ 五経(易 経 ・詩 経 ・書経 ・礼記 ・春 秋)を 中心 に、

蒙 求 ・左伝 ・唐詩 選 ・文章軌 範 な どをテ キス トと して

講義 ・輪 講 をお こなった。賴 山陽(一 七八 〇～一 八三

二)が 訪 れて講 義す る こ とが あった。

廉 塾 には、次 の よ うな 「規 約」 が あった。

一 素読 いた し候 人 日々か けぬ様 に受 け習ひ 可被

致候。講席 不参の節ハ其訳可被申出候。

一 受な らひ或者 さらへ等をも随分静に し
、文字

覚へ候様可被致候。

一 講釈 ・輪講有之候前に
、其の書 を熟読いた し、

席後に又再見いた し聞漏 し候処ハ可被尋候。講

席二て互に顔を見合せ、或者笑ひ、或者睨 ミな

といた し候事有之問敷候。 中坐被致間敷候。懶

眠被致間敷候。

一 詩文会者月に六度有之候得者其外妄に作 るへ

か らす、読書を第一に可被致候。詩文 も読書に

あ らされハ 出来不申候物に候、六度者かけぬ様

に作 らるへ く候。

一 塾の書物 内分二てとり出 し候事無用二候
。借

覧いた し度候得者主人へ可被申出候。

(1)

これによって、江戸末期の漢学私塾の講義学習の風

景を うかが うことができる。

2.藩 校 に お ける 「国語 」関連 科 目の教育

信州 小諸 の藩校 ・明倫 堂は、享 和 二(一 八〇二)年

に設 立 され た。 そ の教科書 と指導 法 は、 四段 階 に分 け

られ てい た。

第一段階 漢学教訓書 三字経・孝経 ・小学 四書・五経 の

素読

第二段階 漢文歴史書 国史略 ・日本外史 ・十八史略 ・元明

史略 の会読 ・輪講

第三段階 歴史専門書 史記 ・左伝 ・前後漢書の講釈

第四段階 一般選択書 経学 ・歴史 ・経済法律書 の講習

教科 書は 教訓書 と歴 史書 が 中核 で 、ほ とん ど漢書 を

用 いて い る。信 州 高島藩 の国学校 では古事記 ・万葉集 ・

古 事記伝 ・祝 詞考 な どを用 いて いたが 、全 国的 には和

文 を用 いた藩 校 は少 なか った。

小諸 明倫 堂 の課業 の 日程 は、近 藤賴 道 に よれ ば、

下表 の よ うにお こな われ ていた。
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素読

復読

講義

輪講

文会

詩会

夜学

手跡

毎 日八時 教頭2人 教授中巡視監督

助教2上 等生 ・中等生に教授

句読師2下 等生 ・五経生 ・四書

生以下 口授

毎 日一二時 教頭2中 等生以下温習

句読師2(補 欠員)

二の 日 教頭 文官に講義

兵士に講義 経史

中の世道人心に裨補するもの

四 ・九の昼 教頭 句読師以下大義に通

二 ・七の夜 じる者が集会 して討論

毎月二五 日の夜 教頭 課題作文

毎月一〇日の夜 教頭 韻を探 り詩を賦す

二・七と一〇日 教頭1入 校生に質問 ・復読

二五日を除く 助教1

毎 日午前一〇時 教授 士童蒙生に筆意教授

(2)

教育課程の段階は、1素 読、2会 読 ・輪講、3講 釈

の順 となってお り、教材の配列にも易か ら難へ と学習

者の発達への配慮がな されていた。

江戸末期には、指導方法は1素 読、2復 講、3輪 講 ・

会読、4講 釈、 とい う上達に応 じた階梯が一般化 して

いた。

素読は文章を繰 り返 し訥読することによってその意味

を自得 させる読み方である。句読師は句点 ・読点 ・段

落な ど文章の区切 り方を教えた。大体において学習者

一人に句読師一人が付き、マ ンツーマンの指導がなさ

れた。復講は復習のことであ り、学習者が 自分で理解

を確かめ深める学習である。輪講は釈義に関す る学習

者同士でお こな う集団学習である。質問 し合 うことに

よって競争意識がはた らく。会読は指導者 の前でお こ

ない講義 の不足を補 ってもらう。文会は漢作文の時間

であり、詩会は漢詩を作る時間である。(拙 稿 「漢文

教育の成 立過程」『国語教育史研究 第一三号』参照)

上級の者が下級生を指導す るとい う教授システムは

全国的にお こなわれていた。教えるために学び、学ぶ

ために教える教育制度 であった。教える者 も学ぶ者も

共に成長 していくとい う 「教学相長」の思想 を見 るこ

とができる。

二 「学制」期の中 等程度の 「国語」

1学 制の制定と新しい学校制度の構想

一八六八年 に江戸幕府 が倒壊 して明治政府が成立 し

たことは、封建制か ら立憲君主制への、まさに 「御一

新」であった。公的には、教育においても 「学制」(一

八七二年)を 発布 して、私事 としての 「子育て」から

公事 としての 「学校教育」への大転換がはかられた。

しか し、実際には、行政制度・税制な ど 「国のかたち」

の創 出・整備が急で、教育制度 ・教員養成 ・学校施設の

創 出 ・整備は数十年の時間をかけて進め られなければ

な らなかった。

一般に維新直後の明治初年代は、新政府 の洋式教育

の導入による 「国民創出」の意図とは別 に、庶民は旧

来の寺子屋における無学年制、個別指導、漢学私塾や

洋学私塾における少人数教育にな じんでいて、西欧の

近代文明や多人数 を一斉に教える学校制度を受 け入れ

る意識基盤は薄かった。 そのよ うな人々の教育施設 に

対す る常識の中に、維新政府 は学年制 ・一斉授業の近

代学校制度 を持ち込んだのである。

新政府は、一八七二(明 治五)年 八月二 日に 「学事

奨励に関す る被仰出書」を布告 し、学校設立の趣 旨を

殖産興業 と近代的国民形成の観点か ら説いている。実

学的功利的な学問(勉 強)観 である。

身を脩め智を開き才芸を長ずるは学にあらざれ

ば能はず是れ学校 の設 あるゆゑん …中略…

人能 く其才のあるところに応 じ勉励 して之に従事

ししか して後初て生を治め産を興 し業を昌にする

を得べ し士人以上の稀 に学ぶものも動 もすれば国

家の為にす と唱へ身 を立 るの基たるを知ず して或

は詞章記論の末に趨 り空理虚談の途に陥 り其論高

尚に似た りといへ ども之 を身に行ひ事に施す こと

能 ざるもの少か らず是すなはち沿襲の習弊に して

文明普ねか らす才芸の長ぜず して貧乏破産喪家の

徒多きゆゑんな り是故に人たるものは学ばずんば
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あるべか らず …中略…

必ず邑に不学の戸な く家に不学の人なか らしめん

事を期す(明 治五年八月二 日 太政官布告第二百

十四号)

その翌 日、明治政府は 「邑に不学の戸な く家 に不学

の人なか らしめん」 とする意欲を、具体的に学校制度

構想 として示 した。

全国を八大学区に分かち、各大学区に大学校一 を

置 く。

一大学区を三二中学区に分かち
、各中学区に中学

校一を置 く。

一中学区を二百十小学区に分かち
、各小学 区に一

小学校を置 く。

この時に小学校 ・女紅場 ・中学校 とい う近代学校が

生まれ、 「学区」の概念が定着 していった。明治十年

代 には、高等小学校 ・中学校 ・高等女学校 と呼ばれ る

中等学校 が設立 されていった。

新政府 の文部省 は、まず小学校 と師範学校の設立に

努 めた。各地域には,庶 民の教育要求によって女子の

ための教育機関 として 「女紅場」が生まれていた。

小学校 は、下等小学校(四 年 ・八級)と 上等小学校

(四年 ・八級)に 分けられていた。六歳入学であった

か ら上等小学校 は十 四歳で卒業す ることになってい

た。

2学 制期中学校の開設

一八七三(明 治六)年 以後
、あるいは私塾を整 えあ

るいは藩校を改めて、中学校が、置賜 ・宮城 ・堺 ・足

柄 ・岡山 ・鳥取 ・福岡 ・小倉 ・和歌山 ・鹿児島等の諸

県に開設 されていった。その他の各県における開設の

概況 を次に記す。

一八七〇(明 治三)年 洋学校→愛知英語学校→愛

知第一中学校→愛知県立旭丘高等学校

一八七二(明 治五)年 国漢学校(→ 長岡中学校)

開校

一八七三(明 治六)年 欧学校→大阪府立第一番 中

学校→府立北野中学校→大阪府立北野高等学校

一八七三(明 治六)年 岐阜町小学校仮中学校→遷

喬中学校→岐阜 中学校→県立岐阜高等学校

一八七六(明 治九)年 沼津 中学校開校

一八七七(明 治十)年 広島県英学校→広島県第一

尋常中学校→ 国泰寺高校

一八七八(明 治十一)年 東京府第一中学校(→ 日

比谷)

一八七八(明 治十一)年 県立高知中学校→高知県

立追手前高等学校

一八七八(明 治十一)年 県立松山中学校→松山第

一高等学校→県立松山東高等学校

一八八〇(明 治十三)年 首里 中学校 → 沖縄県立

第

一中学校→県立首里高等学校

3学 制期の女子教育

1.私塾における女子の学習

明治一〇年前後 には、東京では、明治初年に報国学

舎、明治八年 に跡見女学校 ・三浦女学校、明治一〇年

に村上女学校 ・恒徳女学校等が開かれた。

山川菊栄の回想記によれば、父親の転勤に伴って水

戸か ら出京 し、男女共学の報国学舎に入学 した菊栄の

母 ・青 山千世 は、明治六年二月のこととして、女子を

蔑視す る男子生徒の行為 とそれをはね返す女子生徒の

様子を生き生きと語っている。報 国学舎は、英語の訳

読、漢学、洋算を教えていた。

男の子は十五、六歳か ら十八、九歳のなまいき

ざか り、数 も多 く、なにぶん女 といえば虫けら同

様に しか考えなかった時代のことですか ら、女 と

机を並べ るのがよほどいまいま しかった らしく、

ミス ・ピア ソンの前で こそ慎んでいた ものの、そ

の姿の見ない所では、あ らゆるいやが らせ をや り

ました。女の子 を見れ ば 「おかめ」、 「ひ ょっ と

こ」、 「おたふ く」な どとよびかけるのは普通の

こと、女の子がなにかいった り、 した りす ること

にワッと笑 った り、ヒュー ヒュー ヒュー口 笛をふ

いた り、ガタガタ床をふみならした り、なにかに

つけて意地わるく出て、女の子 をお さえつけ、結

局来 させないよ うにす る腹だった ようです。女の
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方は数が少なく、おまけにお嬢 さん育ち ときては

達者 なや りとりもできない ところで したが、幸い

年 もとってお り、伝法な宮木お信 さんがいてくれ

て助か りました。

「何 をッ!べ らぼ うめ。おたんちん野郎!女 だ

ろ うがおたふ くだろ うがてめえ らのお世話 になる

かってんだ。女 に英語が読めてくや しいのか。男

の くせにケチな野郎だ。 くや しけりゃあ遠慮はい

らねエ。 てめえらも負 けずにペ ラペラッと読んで

見ねえ。 さ、読んでみな。読めねエか。 ざまァみ

やがれ、読 めね えなら読めねえでいいか らお とな

しくひっこんでろい。文句があるな らタバになっ

てかかってきやがれ。てめえ らの相手にゃおい ら

ひ とりで ももったいねェや」。

あのすんな りとしたいきなお信 さん(*当 時、

一四
,五 歳)の どこか らあんなす さまじい悪態が

わきだ してくるかと思 うよ うで したが、い くたび

かこ うい う場面がくり返 されているうちに、いつ

のまにか少年たちはお となしくなってしまい、女

を 目のかたきに してからか うようなことはなくな

りま した。が娘たちの方でも勉強には 真剣で男

の子が何 といお うと相手にせず、実力で少年たち

を圧倒す る勢いでもあったので、 しぜん悪 口がい

えな くなった点 もあ りま しょう。(3)

この報 国学舎は、明治七年の春に廃校 になった。

青山千世は、その後、明治七年秋創立の同人社女学

校(校 長 ・中村正直)に 学び、明治八年九月開設のお

茶の水女子師範学校(校 長代理 ・中村正直)の 試験を

受 けて入学 した。入学試験の問題は、

かな交 じりの文章でかいた理科の本『登高 自卑』

算術は四則

漢文は 『皇朝史略』

であった(同 前、三六頁)。

一八七五(明 治八)年 一月、跡見花膜 は、それまで

の女子塾を跡見女学校 と改めて開校 した(の ち、跡 見

学園中学校 ・同高等学校)。 その学科内容 と指導方法

は、次のよ うであった。

漢籍 は最初三字経 よりは じめて四書五経 ・興地誌

略 ・國史略 ・日本外史 ・十八史略 ・文章軌範の如 き

ものを、順次姉弟子 より妹弟子に素読 を伝へ、最後

に最年長者のためには渡澄重石丸 と言へる丁髷老の

先生が隔 日に講義及び輪読等の教官た り、算術 も稍

後 には専 門家の先生な どの来校 あ りし様子な りし

も、多 くは長 より幼へ、裁縫は先生の姉君千代瀧女

子、点茶 は父君重敬翁が教授せ られた り、また琴曲

の稽古は山登松齢翁の高弟伊豆 江刀 自の受持に

て、和歌は鈴木重嶺先生が折々来校 ありて古今和歌

集の講義並びに題詠な どを添削せ られた り。総 じて

やかま しき校則 などなか りしも自らなる規則あ りて

和気藹 々た り。(4)

講義 ・輪講 ・算術の基礎的な部分は、年長者が教官

となって下級生を教えていた。江戸時代の漢学塾 と同

じ仕組みであった。

明治の初年代には、次のように、私立の女学校が設

立された。その多くは宣教師による女学校であった。

一八七〇(明 治三)年 フェ リス女学校、一八七二

(明治五)年 に水交女塾、

一八七四(明 治七)年 に立教女学校、

一八七五(明 治八)年 に跡見女学校、

「神戸ホーム」(一 八九四神戸女学院

一八七七(明 治一〇)年 に海岸女学校(

一八八九、青山女学院)、 明治学院、

一八七九(明 治一二)年 に活水女学校

一八八六(明 治一九)年 に宮城女学校、

山陽英和女学校(→ 一九四八山陽女子高等学校 ・

中学校)、

一八八七(明 治二〇)年 に親和女学校

な どが設立 された。

2.官 営女子教育

明治政府は、一八七二(明 治五)年 八月二 日布達の

「学事奨励に関す る被仰 出書書」において四民平等 に、

また男女の別 なく自立 自尊のために 「学ばずんばある

べか らず」 と学ぶ ことを奨励 し、その施設の施行 を約

束 した。
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学問は士人以上の事 とし農工商及婦女子に至っ

ては之を度外におき学問の何物たるを弁ぜず又士

人以上の稀に学ぶ ものも動 もすれば国家の為 にす

と唱へ身 を立るの基たるを知ず して或は詞章記諦

の末に趨 り空理虚談の途 に陥 り其論高尚に似た り

といへ ども之を身に行ひ事に施すこと能 ざるもの

少か らず是すなはち沿襲の習弊にして文明普ねか

らず才芸の長ぜず して貧乏破産喪家の徒多きゆゑ

んな り是故に人たるものは学ばずんばあるべから

ず ……中略……自今以後一般の人民華士族農工

商及婦女子必ず 邑に不学の戸な く家 に不学 の人な

か らしめん事 を期す

明治政府の 「女子 も男子 と同じように学ぶ こと」と

い う教育方針 に沿って、女子教育への関心も高まった。

東京では、一八七一(明 治五)年 二月共立女学校が

設立 された。共立女学校 は翌年官立東京女学校 と改称 、

一八七五年に 「(入学資格は)小 学校卒業の女子で年

齢十四歳以上」 として中等教育機関 と定められたが、

一八七七(明 治一〇)年 に廃校 となった
。生徒 は、東

京女子師範学校(後 のお茶の水女子師範学校)に 移籍

され、制度 としては一八八二(明 治一五)年 七月 東

京女子 師範学校附属高等女学校 として位置づ け られ

た。 「学制」では中学校への女子の入学を想定 してい

なかったため 「別学条項」がなく、中学校への女子の

入学は認 められていた。実際に少数なが ら女子の入学

者はいた。

一八七九年 の 「教育令」によ り
、小学校以外は 「男

女別学」が明文化 されたために、中学校への女子の入

学の道 は閉ざされ、女子の中等教育は 「女学校」でお

こな うしか制度的保障がなくなった。

官立女学校 をモデル として、一八七五(明 治八)年

に栃木女学校、七九(明 治一二)年 に岐阜普通女学校

が創立された。それ らの学校では、次のような教科書

が使用された。

単語篇、輿地誌略、勧善訓蒙、学問のすゝ め、コ

ル子ル小地理書 ウェル ソンスペ リング

3.女 子中等教育の場としての女紅場

初等小学校(四 年制)に 入学できなかった者および

その卒業生の技芸習得への要望が強 く、京都では、一

八七二(明 治五)年 四月 に、中流 ・上流階級の女子に

英語 ・歴史 ・地理 ・裁縫 ・礼式などを教授することを

目的に、 日本最初の女子 中等教育機関 として府立 「新

英学級及女紅場」が設立された。(*注 女紅場 〈に

ょこ うば〉の 「女紅」は、 「女工」 と同義で裁縫や手

芸のような手仕事 を表 し、当時は女子に必要な教養 を

も含む意味を持っていた。)こ の学校 は、一八七六(明

治九)年 五.月、京都府立女学校 と改め、女紅場 の教師

養成 をする機 関ともなった。当初 は英語 ・裁縫 ・機織 ・

袋物 ・押絵等を教科 とし、明治八年か ら珠算 ・筆算 ・

習字が加え られた。教師には、山本覚馬の妹や え ・跡

見花蹊 等がいた。戦後は新制高校 「京都府立鴨沂 高等

学校」 となった。(5)。

一九七三(明 治六)年 二月に中流以下の階層のため

の 「市中女紅場」(民 営)が 作 られ、その後、民営ま

たは公営の塾のような 「市中女紅場」設置が京都だけ

でなく全国に広がっていった。

一八七四(明 治七年)
、堺県に織物工場に働 く女性

を対象 として 「市中女紅場」が設立 され た。十三歳以

上の者 を入学 させ、習字、算術、読書、書取、裁縫、

糸繰、組物、飲食調理、修身 を教 えていた(6)。 明

治三三(一 九〇〇)年 堺市立堺高等女学校 と改称 され、

一九四八(昭 和二三)年 四月 大阪府立泉陽高等学校

となった。

岡山県は一八七六(明 治九)年 五月区々村 々に裁縫

塁を設け、九月裁縫黌 を女紅場 と改称 した。同年制定

の岡山県 「女紅場規則」では、総論で目的 と指導内容

を次のよ うに規定 している。

蓋シ婦女 ノ最モ先キニシ最モ急ニセサル可 ラサ

ル者ハ裁縫紡織ナ リ、今此場ハ年令十四以上ニシテ婚

嫁 ノ期二近者ヲシテ先ツ其最先最急ノ事 ヲ学ハシメ漸

次他 ノ諸工二推及セシムル者ナ リ

従来小学二入ル ヲ得スシテ徒二家居スル ノ女子

ハ浬言鄙辞多ク且礼節二闇ク以テ入場 ノ始メ五,

六級 ノ間ハ勉メテ言語礼節身体動止ノ略節 ヲ授 ク
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岡山県では、一八七七(明 治一〇)年 に女紅場は最

寄 りの小学校の付属裁縫所 となった。岡山県和気郡の

例 を見ると、教員は一校ない し数校 に一名 を置き、生

徒は小学校の就否を問わず満一〇ヶ年以上のものたる

べ しとしている。裁縫 だけでなく礼節(天 皇制教育と

は異なる、生活のための 「修身」)を 教 え、言語の教

育をもお こなっていた。(7)

一八七七(明 治一〇)年 四月に同志社分校女紅場が

開設 され、同九.月に女紅場を同志社女学校 と改称 した。

世の中が近代社会へ と大きく変動 していった時期の

教育要求に応 えようとする地方自治体の懸命の対応姿

勢が認 められる。 「市 中女紅場」の初期は、各種学校

または実業補習学校の性格を持 っていた。後に高等女

学校を経て高等学校へ と発展 していった。

4小 学校における中等程度の読本

明治初年代の中等 「国語」教育は、寺子屋 を編成替

えした小学校、漢学私塾や洋学私塾、及び公立小 中学

校でおこなわれていた。寺子屋では 「いろは歌」や 「千

字文」の読み書きを教えていた。 明治六年以後、小学

校低学年では 「単語篇」を教え、上学年(四 ～六学年)

では文部省刊行の 『小学読本』(田 中義廉編)・ 『小

学読本』(榊 原芳野編)を 教科書 としていた。

田中義廉 『小学読本 第一』の冒頭には、地球の

人種解説の文章 と賢愚論の文章が掲げ られていた。

凡世界に、住居す る人に、五種あ り、

○亜細亜人種、○欧羅巴人種、○メレイ人種、○

亜米利加入種、○亜弗 利加入種な り、

○ 日本人は、亜細亜人種の中な り、

(8)

冒頭 に掲げ られたこの文章から、文明開化の時代の

学習者 の 目を広 く世界に開 こ うとしていた ことを知

る。気宇壮大な教育観 を見ることができよう。漢文訓

読体で しかも翻訳調の格調の高い文章は、 「当時、小

学校に学んだ多 くの子 どもたちによって暗記 され、 口

ず さまれた」と、 『日本教科書体系 近代編 第四巻』

(講談社)の 解説は述べている。

この次に、田中本は賢愚論 を掲げてい る。

凡世間の、人々に、賢きもの と、愚かなるもの

あれ ども、皆幼稚の ときより、学校に入 りて、能

く勉強すれば、事を、覚 えざるものな し、

○人、一たび読みて、事を覚ゆれば、巳はこれ を

百たび読むべ し、

○人、十たび習ふて、事を知れば、 巳はこれを、

千たび習ふべ し、

○個様 に、怠 りな く、勉強すれば、必ず事を覚ゆ

るものな り

○愚かなるものにて も多 く事 を知 りたれば、賢き

人 と、なるもの とな り、

(8-一 一〇頁)

榊原編 『小学読本』巻四の冒頭 にも、これ と同 じ主

旨の賢愚論が掲げ られている。

人の天性 は至 りて相近 きものなるを賢愚の遠 く分

る 》所以は幼時より學ぶ と學ばざると勉むると勉 め

ざるとに あ り勉 めて學ぶ時は人々皆大人君子 とな

るべ く又文人才子 とも成 る事を得べ し

かく天然の才智を稟けたる身にて學ばず勉めず終

に 自不才無智の人 となるは即所謂 自暴 自棄に して其

天性 を賊す るもの と云ふべ し

歎ずべきの甚だ しきにあ らずや

(9)

「生まれつき天性 は同 じであるが学ばなければ損 な

われる」 と学びの意義 を強調 している。 これ らの文章

は、同一材源であろう。平易な 「学問のすすめ」であ

り、メタ学習論である。 この文章が榊原本の巻四に採

録 されているとい う事実は、小学校中学年(つ ま り、

当時の中等小学校)の 学習材 として編集 されたのであ

る。

田中本はその後 に、学校で学ぶ意義を説いている。

人は、六七歳に至れば、皆小學校 に入 りて、一

般の学文を、習ふべ し、

○小學校 は、士、農、工、商 とも、皆學ぶべ き、

学文を、教ふる所な り、

凡そ世間の、人々に、賢きものあれ ども、皆幼稚

の ときより学校に入 りて よく勉強すれば、事 を覚

えざるものな し、
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・中略 ……

○愚 か なる ものにて も多 く事 を し りたれ ば 、賢 き

人 と、 なる ものな り、

(8-一 一 頁)

この二種 の学 問(勉 強)観 は 、実学 的功利 的で あ る。

「学 事奨励 に関す る被 仰 出書」 の学 問(勉 強)観 を平

易 に説 いた文章 で あ る、 と言 え よ う。

この二種 の教 科書 は、 国語読本 で はな い。 国語 ・歴

史 ・地誌 ・算数 ・理科 な どの文 章が盛 り込 まれ てい る

百科 全書 的教科 書 であ る。

また 、同読本 は 、新 しく学ぶ 子 どもた ちへ の 「勉 強

の仕 方 につい て」 の啓蒙 書で もあ った。 次の よ うに、

文 字 を学 ぶ意義 、読 書 の意 義 、聞 き方、読 書法 を述べ

てい る。

[巻之一]

汝 等 は、文字 を、書 き得 るや 、

○文 字 を、書 き得 ざ る ときは 、人 に書状 を、贈 る

こ と能 はず 、

○ この ゆゑ に、汝等 は 、文字 を、書 くこ とを學 ぶ

べ し、

汝 等 は、丈字 を、読み得 るや 、

○文 字 を読 む ことを、知 らざれ ば、 人 よ り、贈 り

た る、書状 を、読む こ と能 はず 、

○書 物 を、読 こ と能 は ざれ ば、事 を知 るこ とな し、

○ 見 よ、事 を知 らざ る人 は、智 恵 あ りと も、物 の

用 に、立 ち難 し、

○ ゆ えに、文字 を、読む ことを、知 らざ ざれ ば、

愚 な る人 な るな り、

○汝 等 は、務 めて 、文 字 を、読 む こ とを、學ぶ べ

し、(8-一 二四頁)

[巻之 三]書 を学 ば ん と欲す る ときは 、如何 に

難 き所 にて も、 これ を止 めず、勉 強 して 、学び得

るに、 あ らざれ ば、他 事 を、為す となかれ 、縦令

ひ力 に餘 る箇條 にて も、餘 念 な く、勉 強すれ ば、

これ を、理 理解 すべ き ものな り、

苦 み なけれ ば、楽 あ らず 、勉 め ざれ ば、遊 歩 も、

楽 あ らず 、故 に、書 を学 時 も、其 文 を理解 して、

後 遊歩す べ し、(8-一 六 七頁)

田中本 と並行 して発行 された榊原芳野編 『小学読本』

の巻四・五の撰文は那珂通高と稲垣千穎が担当 してい

た。田中読本 にくらべて、偉人や武将の逸話が多 く教

訓性が強い。物語の採録 には国学的な傾向が強 くなっ

ている。

巻之四には 「楠正成の教誡 」、 「義家の学問」な ど

があり、巻之五には「小式部の内侍」の話が採録 されて

いた。

小式部の内侍は橘 ノ道貞の女な りいまだ幼か り

し時禁 中に歌合有 りけるに其作者に備 りた り母 は

和泉式部 とて世に名高 き歌 よみ也 けれバ人皆小式

部の歌は母の直 したるものとのみ疑ひ居 けるに其

頃和泉式部は後の夫丹後守藤原保昌に従ひて彼 国

に下 りてあ りけれバ中納言定頼卿小式部の局の前

にて戯 に丹後へ遣 されたる使 は帰 りた りや と言ひ

けるに小式部簾 より半出でて定頼卿の直衣の袖を

扣へて

大江山い くの Σ道の遠ければまだふみ も見ず

天のは しだて

と詠みかけた りければ定頼卿驚きて返歌もせず し

て袖を引き放ちて逃げられた り

才芸は年齢 に拘 らず勉励の功を積むに随ひて熟

すべ し小式部母の教育によ りて年纔 に十余歳なる

に歌 よみの中に加 りてか く老成の人をも驚か した

る

(10)

これ らの 「読本」で見ると、初等小学校は、文字の

読み書き能力 と生活に必要な知識 を授けることを主眼

としていたことが うかがえる。中等小学校(四 学年～)

では、改めて仕切 り直 して 「国語」の学び方及び読み

物や古典を教えようとしてお り、中等教育のおもむき

を強 くしていた。その内容は偉人の逸話 を多く採録 し

てお り、教訓的な要素が強かった。
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5中 学校の欧化主義教育課程と 「国語」関連科目

「学制」(明 治五 〈一九七二〉年)に 基づいて中学

校が設置 され ることになった。 当初は、とりあえず 中

学区内の旧藩校又は私塾 を中学校にあて、併せて公費

で建設する方策がとられた。まずは英語、漢文、数学

を教えるのが大半であった。のちの、いわゆる 「国語

科」 とい う科 目はなかった。その後次第に地理や理科

が教科 目に加 えられていったが、英語を用いて教える

学校 と日本語で教える学校が想定 されていた。

「学制」の第二九章では、中学校 を下等 中学校(十

四歳～十六歳)と 上等中学校(十 七歳～十九歳)に 分

かち、それぞれに一六科 目、一五科 目を示 した。下等

中学校の科 目は次のとお りである。

国語学、算術、習字、地学、史学、外国語学、

窮理学、図画、古言学、幾何学、代数学、記簿法、

博物学、 化学、修身学、生理学、国体学、政

体大意、国勢学大意、奏楽 当分鉄

その配列はランダムで学問の性質 を考慮 したもので

はなかった。 「言葉の教育」に関す る科 目には、 「国

語学(文 法)」 ・ 「習字」 ・ 「古言学」があった。 し

か し、その指導内容や教材及び方法 についての観念は

不分明であった。

これ らの科 目を満たす学校を正則 中学校 とした。実

際は、漢籍 を主 とし英語や数学を加 えて教育内容 とす

る変則 中学校がほとんどであった。

文部省は、明治五年八.月の布達番外 「外国教師ニテ

教授スル中学教則」で、

一 此中学二入ルモノ最初予科二級 ヲ洋語ニテ授

クコレ此中学二入ル ノ階梯ニシテ此限一ヶ年 ト

ス

ー 此二等(上 下)ノ 中学ヲ卒業シタルモノヲ専

門大学二入ル事 トス

としてい る。

この布達を受 けて、各地の中学校は外国人教師 を招

くことを前提に して教育課程を作成 した。地域性 によ

る違いはあったが、一 ・二学年で語学 を集中的に教え、

三学年で英書を教科書 とし、英語を用いて数学 ・歴史 ・

物理等を学ばせ るとい う傾 向は共通 していた。その実

際を、「鳥取第一 中学校校則」・「広島県中学校教則」・

「千葉中学校教則」などに見 ることができる。

「鳥取第一中学校校則」(明 治六年一〇,月)

下等三級 地学 史学 博物学 物理学 文章学

修身学 数学 画学

上級一級 史学 博物学 物理学 生理学 経済

学 政治学 法律学 文章学 数学 幾何 学

画学

*毎 日の授業は八時間とし、内五時間を洋学 ・

算術。三時間を和漢書籍 ・訳書 ・習字 とする。

*明 治七年十一.月か ら英語 を正則 として課 し

た。明治八年二月に慶應義塾出身者が教諭 に招か

れ、以後和漢書の外はすべて英語で講義 された

*中 学入学試験 に初歩英語 を課 していた。地

理 ・西洋歴史 ・化学 ・数学 ・物理は英語の原書 を

教科書 としていた。(11)

鳥取第一中学校、明治七年上等小学(生 徒年齢十歳

以上萬十四歳二限ル)課 業表の 「読物科」教材 は次の

通 りであった。

文法書 日本地理 、日本文典、萬国地理書、輿

地誌略、脩身論、日本略史、勧善訓蒙、校正王代一

覧、

泰西史鑑、萬国史略、物理階梯、化学説略、博

物誌、真政大意、化学訓蒙、博物新史編構造(12)

同校第五回卒業生の西晋一郎は、漢文学習 と英語

による学習の相乗効果 について、次のように回想 して

いる。

二学年の地理及西洋歴史、三学年 の生理地文、

四学年の化学代数、五学年の物理三角術等、皆悉

く英語 の原書を教料書 として用いて居った。二学

年の時、スウイ ン トンの万国史をよみ、且記憶す

るなど骨が折れた ように思 う。英語の程度が今 日

の中学校に於てより余程高 く、且つ進度加速であ

ったにも拘 らず、修業の出来たのは当時、学生の

気風が概 して刻苦精励であったの と、一つは漢文

の力が勝れて居 ったか らであると思 う。漢文の力

で英語が出来 るとは一寸分 り兼ね るか も知れ ぬ

が、事実はた しかにそ うである。漢文は支那の教
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科 として十 八史 略 を読 み 、八大 家史記 、左伝 、大

学 まで学 んだ か ら余程進 んで居 った。(同 前 『百

年史』 七 五頁)

(補注)当 時、箕作麟祥訳述 『泰西勧善訓蒙』(明

治 四年)、 阿部泰蔵訳 『修身論』(明 治五年)、

片 山淳吉訳 『物理 階梯』(明 治五年)な どは出版

されていた。

次に 『広島県中学教則』(明 治十年十二月)の 教育

課程 「第二年第一期」 とその頃生徒であった黒木一作

の授業回想 を記す。

習字(英)ス ペ ンセ リアン習字本

書取(英)抜 抄セル文章ヲ書取ラシム

作文(漢)記 事(英)雑 題

読方(英)訳 読ニテ学 ヒシ所 ヲ読マシ

会話(英)パ ーテル会話書

文法(英)ピ 子ヲ小文典

地理(英)コ ー子ル 中地理書

歴史(漢)皇 朝史略(英)パ ーレー万国史

算術(英)ロ ビンソン小算術書

口授 諸書 ヲ参考 シテ勧懲 ノ事ヲ談話ス

体操(13)

黒木逸作 「回顧録」(明 治二九年卒)

我が入学 したのは、明治二四年九月一 日であっ

た。

一学年 に 日本外史を素読 し
、二、三学年に皇朝

史略文章軌範 を読み国文 としては徒然草が用い ら

れたることは記憶す。(14)

十一科 目中七科 目が英語による学習であった。地理、

算術も洋書を教科書 としている。ちなみ に、明治十一

年、広島県には公立中学校は一校のみで教員数七、生

徒数一〇二人であ り、私立中学校は三八校 で教員数 四

六、生徒数一七七七人であった。(15)

千葉中学校(明 治一一年 〈一八七八〉年八月創 立)

の英語 と漢文による授業の実際。

教課 目は英語 の原書を用い ることが多 く、ほかに 日

本史、支那史、 日本文典、支那古典な どがあ り、国文

の教科はな く、読むものは英語 と漢文だけであった。

同校最初の卒業生 ・木 内重 四郎の伝記(馬 場恒吾著

『木内重 四郎伝』)は 、明治一一年頃の授業を次のよ

うに回想 していたことを伝えている。

中学の最初の課程は、毎 日5時 間の中、英語の

み4時 間、皇朝史略1時 間 といふや うな並べ方で、

殆 ど英語 の学修に集 中されて居 り、数学、歴

史、地理の如きも英文のものを用ひた。英語の素

養乏 しき氏等は、開拓使版袖珍字書を貸与され、

始めて字書の扱ひ方 を教へ られ、それをたよりに

下読をして教場 に出なければな らぬので、頭脳の

卓抜な氏の如 きす ら非常に苦 しい勉強を続 けなけ

ればな らなかつた。例へ ば地理書の如き、毎 日2

頁の下読をなす のに、字書を引かなければ読めな

い字が6、7字 もあつた り、又数学教師の如き、

毎時間5、6頁 乃至ll、2頁 の英算術書 を音読す

るばか りで解釈 などせず、生徒を して翌 日答案 を

提出させ るよ うな、極度 に刻苦 自修せ しめる教へ

方であった。(16)

中学校ではまだ 「教科書」がな く、四書 ・五経、 「日

本略史」 「万国地史略」 「西洋事情」(福 沢諭吉)な

どの丸本が 「読書」の学習材 として使われた。学習内

容については、中等小学校 ・上等小学校 と中学校の区

別及び連絡の問題は明確には意識 されていなかった。

当時の中等教育には、 日本語で授業をするとい う観

念がな く、かつ 日常生活に使っている生活語(つ ま り

日本語)を 身につけさせ るとい う観念もなかった。

三 「教育令」期の 「国語」関連科目

1教 育令前後の中学校教育課程と「国語」関連科目

中等教育は、 「学制」布告後 も明治十五年に 「中学

校教則綱領」が出 され るまでは民意の動向にゆだね ら

れ、地域の必要 と要求に応 じてさまざまに模索 されて

いった。明治十二年に公布 された 「教育令」(い わゆ

る 「自由教育令」)は 廃止 され、師範学校の要素を重

視す る地域、実業教育を求める中堅層、 「大学ノ階梯」

に上 るための学校 を期待す る要望、などによって多様

な試行が試み られた。 しか し、大久保利通の暗殺 に見
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られるように極端な欧化主義の見直 しも始ま り、小学

校第一期の卒業生を受け入れ る中学校 の新設 ・増設の

要望もあ り、中等学校制度は多様であった。また教科

書づ くりを通 して 〈国語科関連科 目〉の内容 と構造に

ついて多様な提案がな された。

文部大臣河野敏鎌 のもとで 「改正教育令」(い わゆる

「干渉教育令」)が 出された。中等学校 の教育内容の

標準化 に向けての施策が始まったのは、一八八一(明

治十四)年 の 「中学校教則大綱」以後であった。

作文1同 前

第 四級

読物 輿地誌略五六

万国史略二三

習字

作文

岐阜 県 では、一 八七 五年(明 治 八)～ 一八 七 九 年

にか けて 、お よそ 二十校 の私 立 中学 校 があ った。 その 習字

一つ
、雲 谷仁 斎之 「截石 私校 」(安 八郡)の 学科 目は、 作文

修 身学 ・史学 ・博物 学 ・作文 で あった。

同県 の 「教則 」 に よれ ばテ キス トは次 の通 り。

六級 授読

五級 質問

輪読

四級 質問

輪講

策問

皇朝史略、十八史略、 日本外史

皇朝史略、同続、輿地誌略

同上

十八史略、元明史略、日本兵要地理小史

続皇朝史略、輿地誌略

真仮名短文(17)

長野県の松本師範松本支校正定上等小学教則(明 一

〇年三月)入 学者を、 第八級 から第一級 まで 「生徒

ハ年齢十歳 ヨリ十四歳二終 リ在学五箇年」 と定めて、

教育課程を編成 している。その うち、 「国語関連科 目」

を一覧すると、下表のよ うになる。

読物

習字

作文

読物

習字

第 八級

小学日本文典一二

ノ
兵要日本地理小誌

勧善訓蒙

細字楷書

書簡 ・記事体文

第六級

輿地誌略一二

日本略史二三

勧善訓蒙

同前

第七級

小学目本文典一二

兵要日本地理一

日本略史一

同前細字行書

同前

第五級

輿地誌略三四

万国史略一

細字草書

同前

同前

第二級

輿地誌略九

物理階梯一

初学人身窮理上

同前

同前

同前

第三級

輿地誌略七八

万国史略四

物理階梯一

細字速写

同前

第 一級

同前下

同前

(18)

一八七八(明 治一一)年 一二月に高知県当局 に報告

された 「高知尋常中学(四 年課程)規 則」には 「文学

科」が設 けられていた。その内容は、文法講義 と作文

であった。

一八八〇(明 治一三)年 の県立松本中学校の 「規則」

は、 学科課程(第 八級 第一年前期～第一級 第四年

後期)文 学 各一週六時)を 次のよ うに規定 していた。

第八級

文学

修身口授

第七級

文学

修身口授

第六級

文学

修身 口授

正文章軌範巻之一・ニヲ講読セシメ兼テ真

仮名 ヲ作 ラシメ又

記事文ヲ与エテ漢文二復サシム

古人ノ行 ヲロ授ス(一 週一時)

正文章軌範巻之三 ヨリ七マテヲ講読セシメ

兼テ作文及復 文セシムル

(一週一時)前 級二同シ

八大家文巻之十 ヨリニ十マテ読マ シメ兼テ

真仮名 ヲ作ラシメ又俗文ヲ与ヘテ漢文ニ訳

サシム

(一週一時)前 級二同シ
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第五級

文学

修身 口授

第四級

文学

修身学

第三級

文学

修身学

第二級

文学

修身学

第一級

文学

八大家文巻之二十一 ヨリ三十マテヲ読マシ

メ兼テ作文及訳文セシムル 前級ニ同シ

(一週一時)前 級二同シ

八大家文巻之一 ヨリ九マテ ヲ読マシメ兼テ

漢文 ヲ作 ラシム

大学ヲ授 ク(一 週一時)

修身学

春秋左氏伝巻之一 ヨリ十マテ講読セ シメ兼

テ漢文ヲ作 ラシム

論語巻之一 ヲ授ク

春秋左氏伝巻之十一 ヨリニ十マデ

講読 読セシメ兼テ漢文 ヲ作ラシム

(一週六時)論 語巻之ニ ヨリ巻之七マテヲ

授 ク

春秋左氏伝巻之二十一 ヨリ巻マテ ヲ講読セ

シメ兼テ漢文ヲ作ラシム

(一週六時)論 語巻之八 ヨリ巻

尾マテ及 中庸ヲ授 ク(19)

長野 県松本 中学校 で は、 〈国語 関連 科 目〉と して 「文

学」 ・ 「修身 学」 が設 け られ てい た。 「文 学」 の 中に

文章学 ・作 文 ・史伝 講読 を含 めて いた こ とが わか る。

教科書 は、 「文章 軌範 」 ・ 「八大家 文」 ・ 「春 秋左 氏

伝」 ・ 「論語 」 であ った。

一八七七(明 治一〇)年 九月に開校 した 大阪府立第

一番中学校(→ 大阪府立北野中学校)の 教科書は次の

通 りであった。

一八七七(明 治一〇)年 九月

下等 中学(第 四級二年前期)

和書 万国地志 内国史 修身書

和作文 諸証文

一八七八(明 治一一)年 八月

史学 十八史略 慕惟廉英国史

地理学

修身学(口 授 を主 とす)

作文 文章軌範(20)

下等中学第四級二年前期の作文に 「諸証文」が課 さ

れていたことに注 目したい。 当時の中学校で 「実用文

を書 く力」を養成 していたのである。

公立岩手 中学校 一八八〇(明 治一三年)創 立(→盛

岡中学校)一 学年(第 八学級生)の 教科書は次のとお

り

修身学 『小学』内篇 週六時間

史 学 『国史略』

(石村貞一篇、前半)、

文章学

物 理

地理学

数 学

(前半)、 『元朝清 史』

『万国 史略一 、二

週 六時 間

国文法 と漢文 『詞の八衢 』、 『文章軌範』

(前半部)週 六時間

『物理全誌』(宇 田川準一著)

週九時間

『地誌要略』(大槻修二編)

週九時間

雑類問題、記簿法単記、

週六時間

画 学 自在画法、(曲 線 ・直線等によって成 っ

た単形)

幾何画法(平 面幾何 に属する問題)

『画手本』(本 多錦吉著)

週六時間

英 学科 は、リー ダー と原 書 に よる地理 の教科書 が用

意 されて いた が、専 門 の英 語教 師 はまだ着任 してい な

か った。(21)

漢 文 ・英 語 で書 かれ た文 章 を読む こ とに よって 、修

身 ・地理 ・歴 史(日 本史 ・世界 史)・ 化学 ・博 物 ・物理

な どを学 ぶ こ とが で きる と考 えて いた。修 身 ・歴 史 ・

作 文は 、漢 文 で書 かれ た教 科書 を使 って教授 してい た。

上等 中学(第 三級二年後期)
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教材 は、一冊の本であった。いわゆる 「丸本」を生

徒に与えていたのである。教科書の採用は民意にゆだ

ね られていたのであるが、年 ごとに精選 され、次第に

標準化 されていく傾向にあった。論語 ・勧善訓蒙 ・文

章軌範 ・八大家文 ・日本文典 ・十八史略 ・史記 ・万国

史略 ・日本外史 ・皇朝史略な どの書が共通に選ばれて

いった。

当時の中等教育には、 日本語で授業をす るとい う観

念がな く、かつ 日常生活で使っている生活語(つ ま り

日本語)に ついて教えるとい う観念 も少なかった。

ただ し、 岐阜県私立中学校 に 「真仮名短文」、大阪

府立第一番 中学校の一八七七(明 治一〇)年 校則に 「和

作文 諸証文」が教育内容 とされていたこと、一八八

〇年に岩手 中学校において国文法教科書 『詞の八衢 』

を使用 している、など和文の教材化 も試み始められて

いた。

教育的観点から優れ た文章を抄出して 「選文集」を

編む とい う教科書編集 は一八八二(明 治十五)年 以後

のことである。

2小 学中等科 と初等中学校

明治初年代は、就学意識は薄 く、学年制 による進級

意識 も弱 く、学習者の進路への配慮 もあいまいであっ

た。

しか し、一八七九(明 治一二)年 には福沢諭吉の 『学

問のすすめ』が刊行 され、近代社会での勉強 ・学問の

意味が将来の職業 との関係 で考えられるようになった。

新設 された小学校の下等課程(三 年)の 一期生が卒業

しは じめると、地域の関心は中学校進学及び中学校新

設にも向けられるようになった。

「学制」の形式主義の非現実性が露わにな り、一八

七九(明 治十二)年 に 「教育令」、翌一八八〇(明 治

一三)年 には 「改正教育令」が出され、義務教育年限

が三ヶ年 に短縮 された。小学校初等科三ヶ年が就学義

務 となった。その上級の課程は、各府県又は各地方で

上等小学 ・高等小学な ど多様な編成 をしていた。四・

四制の他三 ・三制、三 ・三・二制などもあった。

一八八一(明 治一四)年5月 「小学校教則綱領」 ・7

月 「中学校教則大綱」が定め られ、小学校は初等科3

年、中等科3年 、高等科2年 となった。中学校は初等

中学校(4年)、 高等 中学校(2年)と なった。制度

面 ・実際面において10歳 以後の子 どもの進学先は小

学高等科 と中学校 とに分けら れた。いわゆる複線型学

校制度 になったのである。

高等中学校

2年

初等中学校

4年

小学高等科

3年

小学中等科

3年

小学初等科

3年

一八八六(明 治一九)年 に 「尋常中学校 ノ学科及其程

度」において尋常中学校 ノ修業年限が五年 とな り、 中

学校は制度的に安定 した。

「国語」教育に関 しては、庶民は文字の読み書き学

習に関心 をもち、旧武士階級や町民の富裕層及び富農

は漢籍解読や英語の学習に関心をもっていた。「国語」

とい う概念がな く 「国語科」 とい う科 目概念 もなかっ

た。 明治三十年代半ばまでは、 「国語」概念の形成 と

「国語科」模索の歴史であった。

本稿では、当時の小学 中等科以後の学習内容 は中等

教育の学習内容であると見 ト な して、この時期の十

歳以後の教育 ・学習を中等教育のそれ として考察の小

学初等科 対象 とす る。
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3「 小学校教則綱領」後の小学中等科読本一国語

科教育意識の芽生え一

廃藩置県による士族制度の廃止は、旧士族の不満を欝

積 させ、各地で一揆が頻発 したが、明治十年の西郷隆

盛の叛乱が鎮圧 されてのちは藩を超 えたま とま りへの

志向が強まった。板垣退助 らは民権思想 を掲げて 自由

民権運動を起こ していた。それに対 して明治政府 は天

皇を君主 とする立憲君主制 を目指 していた。国のかた

ちを整えてい く時になっていたのである。

一八八一(明 治一四)年 五月に布達 された 「小学校

教則綱領」では、小学校は初等科(三 年)・ 中等科(三

年)高 等科(二 年)に 区分 し、小学校中等科及び高等

科の国語関係科 目を、 「読書(読方 ・作文)」と 「習字」

の二科に分け、 「読書」の指導内容を次のよ うに規定

した。

中等科二於テハ近易 ノ漢文読本若 クハ梢高尚ノ

仮名交 ジリ文 ノ読本ヲ授ケ

高等科二於テハ漢文 ノ読本若 クハ高尚ノ仮名交

ジリ文 ノ読本 ヲ授 クヘシ

凡読本ハ文体雅馴 ニシテ学術上ノ益アル記事或

ハ生徒 ノ心意 ヲ愉ハシムヘキ文詞 ヲ包有スルモノ

ヲ撰用ス ヘク之 ヲ授クルニ当テハ読法、字

義、句意、章意、句ノ変化等 ヲ理会セシムル コ ト

ヲ旨 トスヘシ

「綱領」の この条文に基づいて、い くつかの 「中

等程度」の 「漢文読本」や 「小学中等読本」が編

纂 された。

明治一四(一 八八一)年 六月発行 された木沢成

粛編 『小学中等読本3冊 』(阪 上半七 発行)

は、その刊行 と編集の趣旨を、次のよ うに述べてい

る。

一文部省 ノ新頒教則
、中等三期二、漢文或ハ和文

ヲ調読スル ノ課業ア リ、其綱領二照準シ、漢文

読本ヲ編輯シ、又之ヲ訳 シテ和文 トナス、其校

生徒ノ便宜二因 リ、各之ヲ採用スル為二、此撰

アル所以ナ リ

一此編
、或ハ孝悌、或ハ義戦、或ハ治績或ハ詩歌、

錯雑シテ之ヲ載ス、是 レ生徒ヲシテ、意思転換

倦マザラシム

ー小学生徒読書ノ業ハ
、心思 ヲ労セスシテ 自ラ得

ルヲ宜 トス、故二此編、先ツ我國古人 ノ功績 ヲ

記シ、次二支那西洋ノ美蹟 ヲ載ス、皆是 レ心思

ヲ怡ハ シ、及意義 ノ解シ易キヲ専 トス

－我 国
、君臣ノ大義名分 ヲ重 ンスルハ、国体 ノ然

ラシムル所以ナ リ、故ニ此書、多ク勤皇愛国ノ

事蹟ヲ抄出ス、其要生徒論読ノ間、固有ノ義気

ヲ奮発スルニ在ル ノミ(22一 二六七頁)

文部省 の 「教則綱領」に基づいて 「漢文読本」と 「和

文読本」の2種 類の本を編纂発行 した こと、生徒を倦

きさせないために戦記 ・治績 ・詩歌等を集めて雑纂編

集 にしたこと、中国 ・西洋 ・日本の古人の功績 を記 し

生徒が苦労せず して内容把握できるよ うにしたことを

述べ、 「勤皇愛国ノ事績」を掲 出して生徒の 「義気 ヲ

奮発」 させることとした、 とい う。

まず漢文読本を編集 し、次いでそれを和訳 したとい

う編集順序に、編者及び時代の漢文中心の典範意識が

うかがえる。 「孝悌」の儒教精神、 「勤皇愛国」の思

想への配慮には、急激な文明開化流行に対す る揺 り戻

しを見ることができよ うか。

木沢成粛本、和文巻一 ・巻二の巻首及び巻三の巻尾

の 目次を紹介 しよ う。

巻一

継体帝ノ政治

安世書ヲ読ム

曹彬印ヲ取ル

孔融ノ恭譲

夏井ノ疲駿

宗信ノ気概

巻二

清寧帝倹ヲ貴フ

三條帝ノ厚情

子春ノ至孝

休彌爾列爾ノ

格言

内侍ノ詞藻

顕房の調諌

巻三

可為ノ勤皇

班女博学

白石博識

藤樹ノ徳望

近江聖人

巴律西ノ志

剛毅

*巴 律 西 は フ ラ ン ス の 陶 芸 家 の 名 前

木沢本 『小 学 中等 読本 漢 文 巻 一』の 「牛董発 明 は、

ニ ュ ー ト ン の エ ピ ソ ー ド で あ る 。
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牛 董見 ニ 樹菓 墜一。 知三 地 有二引カー。 因 レ 悟 二

日月星運 行 之理一 。

或 問 レ 之 日。君 由二何 工夫 一 。得二此 大発 明乎一 。

牛 董答 日。 常思 不 レ 忘。以 得 レ之 也。

牛 董嘗告 レ 人 日。 吾所 レ欲 二 発 明 之事一。

常留 二 之 目前 一 不 ・失。 経 レ 久 如二 朧 月

帯ワ 騎 。 以 レ斬増 レ 明。 卒 至三 見二出圓満 明 白一。

皆 由二 耐久 之力 池 。

*牛 董=ニ ュー トン

(23一 二六丁)

木沢本 『小学 中等 読本 巻二』の 「第 五課 内侍 ノ詞 藻」

は、例 の小式 部 の内侍 の 「大 江 山」 の歌 にまつわ るエ

ピソー ドで あ る。

小式部 ノ内侍 ハ 、幼 フ シテ 上東 門院藤 大后 ニ給

仕 ス、父 ハ和 泉守橘 道 貞、母 式部 ハ 、藤 原保 昌ニ嫁

シ、丹後 ノ国ニア リ、時 二宮 中歌 会 ア リ、内侍 之二

預ル 、期 ニ先 チ、中納 言定頼 内侍 ノ房側 ヲ過 ル 、戯

二 間 ヒテ 日、既 二丹後 ノ好 消息 フル カ否 、コ レ母 ノ

歌稿 ヲ得 テ、己 ノ吟案 トナ ス ヲ云 フ、内侍 卒爾 二吟

詠 シ、之 二応 フ、定 頼感 嘆 シテ去ル

(22一 二九 二)

榊原 芳野編 『小 学読本 』 の巻五 の第 二十 三課 に採 録

され た文章(22一 二五 三頁)と ほぼ 同 じ内容 で あ る。

小式部 内侍 の詞藻 の豊 か さと才気 を讃 え る とともに 、

中納言 定頼 の軽薄 ぶ りが笑 い を誘 う。

巻 三の末尾 には、 中国人 ・日本 人 ・フラ ンス人 のエ

ピ ソー ドを配列 して い る。 西欧 文化へ の 関心 も失 って

い な こ とがわか る。小 学校 五年 生 ・六年生 に読 ませ る

文 章 と しては レベ ル が高 い。学習 者 の発達 につ いて の

配慮 は弱 い。

明治一 五(1882)年5月 刊 の内 田嘉一編 『小 学読本

中等 科巻 一 一六 』(金 港 堂)の 小学校 四 ・五 ・六 学年 の

教 科書 であ るが、や は りレベル の 高い文 章が集 め られ

てい る。

その 「緒 言」は、次 の よ うに編集 方針 ・取 り扱 い方 ・

指 導方法 を述べ て い る。

一高 キニ登ル ハ必 ズ卑 キ ヨ リシ遠 キニ行 クハ 必 ズ近

キ ヨリス子弟 ヲ教 フルモ亦然 リ此書初ハ浅近 ノ事

実?録 シ課 ヲ逐 ヒ巻 ヲ改ムルニ従テ漸 ク義理 ノ深

遠ナルニ及ブ是亦下学シテ上達セシムル ノ意ナ リ

ー此書原 トー 日一課 ヲ授ケシメンヲ期ス然 レ ドモ編

書 ノ際事実各長短ア リテ勢期スル所二従 フヲ得 ズ

因テ泰西諸国ノ読本二就 テ其体裁 ヲ看ルニ亦皆此

弊 ヲ免 レズ要スル ニ教師之 ヲ斜酌シ児童 ノカ ヲ量

リテ之ヲ授 クルニ在 リ

ー 読本 ノ書ハ原 ト文字章句 ノ読方 ヲ授ケ兼ネテ字義

文脈 ヲ解セシムル ヲ主 トス故二教授 ノ方他書 ノ如

ク唯々文義一途二止マル可カラズ須ラク句読 ヲ明

ニシ字義文脈ヲ詳ニシテ之ヲ講明スベ シ

(22-358)

本教科書の内容を概観するために巻一(四 学年の前

期)及 び巻六(六 学年の後期)

の目次を抄出 して紹介 しよう。

巻 ノー

第一課 父母ニハ孝 ヲ蓋クセ

第二課 其の二

第三課 紅菌小童ヲ欺 ク

第四課 元就箭 ヲ折 ラシメテ教訓ヲ垂ル

第五課 村童地理ヲ問フ

巻 ノ六

第一課 龍果タシテ有 リヤ

第二課 罪々 トシテ初テ雪フル

第三課 支那歴代の大略

第八課 種樹郭駝ノ伝

第十九課 養生ノ大要

この教科書の特色の一つは、①修身、②博物(生 物 ・

人文地理 ・自然地理)、 ③歴史(日 本 ・中国 ・西洋)、

④言葉、 と視野が広いことである。

二つは、問答形式で説明 した文章が散見 されること

である。学習者の内なる学習意欲 を開発 しようとする

意向が見 られる。例 えば巻ノー 「村童地理 ヲ問フ」の

よ うに老翁 と村童 との問答によって知識を獲得 させ よ

うとしている。学習者 に思考を うながす工夫をしてい

るのである。

村童日バク。我ガ村 ト。隣村 ト熟 レカ広 キ。
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老翁 之二答ヘ テ 日バ ク。 隣村 甚 ダ広 シ。

日バ ク。 隣村 ヨリ広 キモ ノ猶 ア リヤ。

翁 日バ ク。村 ノ広狭 一 ナ ラザ レ ドモ概ネ 限 ア リテ。

大抵 隣村 ヨ リ広 キハ ナ シ。 之 ヨ リ広 キハ 郡 ナ リ。

郡ハ村 ヨ リ広 キ コ ト数 十倍。 郡 ヨ リ広 キハ国 ナ リ。

国 ヨリ広 キハ 道ナ リ。 畿ナ リ。

村 童 日バ ク。 其 郡其 国 甚 ダ広 キモ。 我 ガ村 ノ如 ク。

川 ニハ 土橋 ア リ。沼 ニハ 小舟 ア リ、四方 皆 山ニテ。?

犬 ノ声 遙 カニ聞 コエ。春 ハ鴬 ノ声 ア リ。夏 ハ蝉 声

ア リ。秋 ハ落 葉路 ヲ埋 メ。冬 ハ 田毎 二寒月 ヲ宿 ス

ノ佳境 ナルハ 有 ラザルベ シ。 如何。

老翁 日ク。 日本 国ハ ……後 略 …一)

(22一 三五 八頁)

三つ は、多様 な文体 に 出会 わせ よ うと しるこ とで あ る。

巻 ノ六 「罪 々 トシテ初 テ雪 フル」 は、漢 文訓読 体 であ

るが、 口語表 現 が交 じってお り、漢文訓 読体風 の文 体

と言 え よ うか。 修辞 を意識 した韻 文で もあ る。

霏々 トシテ初 テ雪 フル。何 ゾ喜バ シキ。看 ズ ヤ。

片 々落花 ノ如 シ。尺 ニ満 テ。 尺二満 テ。 明朝好戯

ヲ取 ラン ト。児童 ヨ リ叫 ビ帰 リ。刀 ヲ?ヘ テ後 園

二人 リ。竹 ヲ截 テ竹馬 ヲ作ル。

罪 々 トシテ初 テ雪 フル 。何 ゾ愉 快ナル 吾富 貴 ニズ

ト錐モ。 幸二塵 事 二役 セ ラ レズ。

名 ハ吾 ガ願 非 ラズ。行 楽ハ 固 ヨ リ期 スル所。 奈何

ゾ家二在 テ此景 ヲ等 閑ニ ス可 キ ト。詩 人墨 客ハ。

水楼 二就 テ吟賞 ス。

罪 々 トシテ初 テ雪 フル 。貧 人是 ヨ リ凍餓 セ ン。此

二五戸 ア リ。皆貧家 。明 日倉 ヲ開 キ。又窖 ヲ開 キ。

米 ヲ施 シ且 ツ薪 ヲ与ヘ ン。 去歳厳 寒人 多 ク凍 ユ。

今年 寒気願 クハ軽 カ ラ ン ト。 慈 善 ノ村翁 。炉 ヲ囲

テ児 孫ニ語ル 。

罪 々 トシテ初 テ雪 フル。 何 ゾ此美 ナル。 降テ 旬 日

二至ル モ。 吾輩復 タ妨 無 シ。 凡 ソ世 間誰 力能 ク吾

輩 ノ如 ク安 楽ナル ト。 山雀群 リテ 語 リ。 一斉飛 ビ

去テ。山 中丹実 ノ樹 上 ニ集 マ リ。飽 マデ之 ヲ啄 ミ。

以テ盛 宴 ヲ開 ク。

蓋 シ雪ハ 元 ト無情。 寒気 結デ 地 二下 ダル。 然 レ ド

モ人獣 草木。 貴賎 富貴 ノ別 二従テ感 ズル所 。各 異

ナ リ。 今聖 賢上 二在 リ。 教 ヲ下 二垂 ル ＼コ ト。 亦

之二似 タル 有 リ。好 愚 之 ヲ怨 ミ。 善良之 ヲ楽 ム。

古今智 愚一 ナ ラズ。 大 聖人 出ヅ ト難 モ復如 何 トモ

ス可 ラズ。

(22一 四 六〇頁)

四つは 、言 葉 の きま りや言語 生活 につ いて考 え させ 、

よ り良 き言語 習慣 を身 につ け させ よ うとしてい る

ことであ る。 巻 ノ四 ・第 四課 「和漢 ノ語脈 」 と同

巻 ・第 十課 「語勢 同 ジカ ラザ レバ 同語 モ異 ナ リ」

を紹介 よ う。

巻 ノ四 ・第 四課 「和漢 ノ語脈 」

学 童 問 フ。我 学佼 二在テ。 書 翰文 ヲ学 ブ ニ。 下 サ

ル ベ シ ヲ必 ズ可被 下 ト書 ク。何 ヲ以 テ是 ク ノ如 ク

転倒 スル 。

翁 日バ ク。汝 ノ問フ所甚 ダ理 ナ リ。 是古人漢 文 二

擬 スル ノ弊 ヨ リ起 リシ者 ニテ。 大 二皇 国 ノ語 脈 二

背 ケル者 ナ リ。 然 レ ドモ。 漢 土 ノ語脈 ヲ以 テ論 ズ

レバ。 可 ノ字 必 ズ上 二在ル ベ シ。 漢 土 ノ言語 ハ。

我 邦 ト異 ニ シテ。先 ツ 活字 ヲ言 ヒ。 次 ニ死字

ヲ言 フ。 活字 トハ。 動辞 ノコ トニ シテ。 看ル ・聞

ク ・把 ル ・磨(ス)ル ノ類 是 ナ リ。 死字 トハ 。名 辞

ノ コ トニ シテ。 花 ・笛 ・筆 墨 ノ類 是ナ リ。故 二花

ヲ看 笛 ヲ聞 キ筆 ヲ把 リ・墨 ヲ磨ル ヲ。漢 土ニテ ハ。

看花 ・聞笛 ・把 策 ・磨 墨言 フ。 ……後 略… …。

(22一 四一五 頁)

四巻 ・第十課 語勢 同 ジカ ラザ レバ 同語 モ 異ナ

リ

甲乙二人 ア リ。 曾テ 同 シク出遊 シテ帰ル。 友 人見

聞 スル 所 ヲ問 フ。 甲鈍 眼 ヲ開テ 日バ ク。我 其詳 ナ

ル ヲ語 ル コ ト能 ハズ。我 ガ 見ル所ハ 樹木 ノ幽邃 ナ

ル ト。 天色 ノ晴 朗ナル ト。 山嶽 ノ起伏 。流 水 ノ曲

折及 ビ飛禽 草花 ナ リ ト。 其声緩 慢 ニ シテ。 言語 甚

ダ瀬 キニ似 タ リ。 故ニ聴 ク人 亦怠気 ヲ生 シテ。 不

興 ヲ覚 ユ。 皆 日バ ク。斯 クノ如 クバ 、定 メテ楽 シ

カ ラジ。先 キニ我輩 同 ジ ク遊バ ザ リシ ヲ憾 ミンガ。

今 ハ却 テ遊バ ザ リシ ヲ喜 ブナ リ ト。

次 二 乙二 間 フ。卿ハ 如何。 乙膝 ヲ拍 チ快然 トシテ

日バ ク。 我 ガ見ル所 ハ他 二非 ズ。即 チ樹木 ノ幽邃
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ナル ト。天色ノ晴朗ナル ト。山嶽 ノ起伏。流水 ノ

曲折。及 ビ飛禽草花ナ リ ト。説 ク所 甲 ト異ナラザ

レドモ。毎語勢 ヲ加へ。頗ル楽シカ リシガ如シ。

是ヲ以テ皆 日バク。斯クノ如クバ。定メテ快楽 ヲ

得タラン。吾輩同シク遊バザ リシヲ悔ユ ト。

凡ソ人 ト語ルニ。音声清亮ナラズ。語勢鈍漫ナ レ

バ。聴 ク人倦厭 ヲ生ジ。音声清亮。語勢軽快ナ レ

バ。其言異ナ ラザ レドモ。聴 ク人覚エズ興二入ル。

・・中略……語勢声音ノ緩急。亦心ヲ用フベキノ

一端ナ リ
。

(22一 四一九P)

内田本は、この他に 「言葉のきまりや言語生活につ

いて考 えさせ る」次のよ うな文章を、採録 してい る。

巻一 廿四課 類似 ノ字 ヲ誤ル コ ト勿 レ

巻二 六課 異体同字の辨

十三課 類似 ノ字 ヲ誤ル コ ト勿 レ

廿五課 野蛮ノ民文字 ヲ見テ

魔術 トス

巻三 六課 同訓異義 ノ字解

巻四 七課 同訓異議 ノ字解

廿二課 議論ハ着実ヲ尚ブ

巻五 二課 五言 ノ詩始メテ起ル

六課 熟語の略解

十二課 梵語の略解

巻六 廿三課 行状一言 其ノー

廿四課 行状一言 其の二

ここに、中等教育段階の 「国語」教育における 「内

容 」へ のま な ざ しの芽生 え を見 る こ とが でき よ う。

なお、田中義廉本 『小学読本 巻一』(小 学校四学

年前期)に 配列 されていた 「地球上の人種」は、内田

嘉一本 『小学 中等科読本』では、巻 ノ四(小 学校五学

年後期)に 同内容のやや詳 しい文章が 「人種の大別」

と題 して配列 されている。

一八八一(明 治一四)年 五月、小学校教則綱領(中

等科 ・高等科)が 出されて、小学校中等科 において 「近

易ノ漢文読本若 クハ稍 高尚ノ仮名交ジ リ文 ノ読本」を

教えることが規定 され、それに基づいて小学校中等科

用の教科書が出版 された。一八八〇年代に入ると、文

明開花期の西欧文化移入の偏 りを脱 し、西欧 ・中国 ・

日本の文化 を教材化 しよ うとす る努力を見ることがで

きる。木沢成粛本 は、人物 の逸話を集 めて教訓を読み

とらせ ることに主眼が置かれていた。 内田嘉一本 は、

①修身、②博物(生 物 ・人文地理 ・自然地理)、 ③歴

史(日 本 ・中国 ・西洋)、 ④言葉、 と広い視野に立っ

て百科全書的な編集がなされていた。その中で 「言葉

について考える」文章が採録 されていたことが注 目さ

れ る。

おわ りに

明治維新前後から明治十五年までの、いわゆる<く

らげなす国語科〉の時代 の 「言葉の教育」の実相を、

法令 ・教科 目 ・教師 ・教育課程 ・教科書 ・学習者(学

び手)に 即 して不十分ながらも解明 してきた。 中学校

と女学校 に限定 して研究 されてきた従来の中等教育学

校の概念 を 「女紅場」及び 「小学校 中等科」にまで広

げることを提案 した。

そして、明治十五年頃までの 〈国語科〉未生の時期 に

「言葉の教育は何を内容 とす るべ きか」とい う考察が

始まっていたことを指摘 した。

本稿は、 「女紅場」及び 「小学校 中等科」を含めた

中等教育学校における<く らげなす国語科〉が豊かな

可能性を持 っていたことを、い ささかではあるが明 ら

かに してきたのである。
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